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在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
行
為
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
二
九
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

本
年
五
月
二
十
五
日
の
新
聞
が
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
す
る
ロ
シ
ア
人

女
性
職
員
二
人
（
以
下
、
「
女
性
職
員
」
と
い
う
。
）
が
、
「
大
使
館
」
の
警
備
部
門
の
責
任
者
で
あ
る
男
性
職
員
（
以

下
、
「
男
性
職
員
」
と
い
う
。
）
か
ら
セ
ク
ハ
ラ
を
受
け
た
と
し
て
、
「
大
使
館
」
に
辞
表
を
提
出
し
、
セ
ク
ハ
ラ
被
害
を

訴
え
る
文
書
を
モ
ス
ク
ワ
の
日
本
メ
デ
ィ
ア
に
送
付
し
た
と
報
道
し
た
こ
と
（
以
下
、
「
セ
ク
ハ
ラ
事
件
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
在
ロ
シ
ア
日
本
国
大
使
館
に
お
い
て
調
査
中
で

あ
る
が
、
関
係
者
の
間
で
主
張
が
一
致
し
な
い
部
分
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
『
訴
え
』
に
係
る
事
実
関
係
及
び
同
大

使
館
に
お
け
る
対
応
等
も
含
め
事
実
関
係
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は

差
し
控
え
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
セ
ク
ハ
ラ
事
件
」
の
事
実
関
係
の
確
認
に
、
な
ぜ
こ
れ
だ
け
時
間

が
か
か
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

最
初
に
「
女
性
職
員
」
か
ら
「
セ
ク
ハ
ラ
事
件
」
の
訴
え
を
受
け
た
の
は
誰
か
。
そ
の
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

一



三

二
の
日
に
ち
は
い
つ
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

一
の
答
弁
に
あ
る
「
セ
ク
ハ
ラ
事
件
」
に
つ
い
て
の
調
査
（
以
下
、
「
調
査
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
関

係
者
」
と
は
誰
か
、
そ
の
官
職
氏
名
を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

五

「
調
査
」
の
担
当
責
任
者
は
誰
か
。
そ
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

「
大
使
館
」
の
上
月
豊
久
公
使
は
、
「
セ
ク
ハ
ラ
事
件
」
を
い
つ
知
っ
た
か
。
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
何
ら
明
確
な
答
弁

が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
再
度
質
問
す
る
。

七

「
大
使
館
」
は
「
女
性
職
員
」
と
何
回
接
触
し
て
い
る
か
。

八

「
女
性
職
員
」
は
、
現
在
も
「
大
使
館
」
に
勤
務
し
て
い
る
か
。

九

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
男
性
職
員
」
の
様
な
警
備
担
当
の
職
員
が
、
現
地
の
女
性
と
昵
懇
に
な
る
こ
と
を
外
務
省
と
し

て
奨
励
し
て
い
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
『
昵
懇
に
な
る
こ
と
』
の
具
体
的
内
容
が
明
ら
か
で
は

な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
岩
波
書
店
の
広
辞
苑
第
五
版
に
よ
る
と
、

「
昵
懇
」
の
意
味
は
「
こ
こ
ろ
や
す
い
こ
と
。
親
し
い
こ
と
。
懇
意
。
」
と
出
て
い
る
が
、
当
方
の
言
う
「
昵
懇
に
な
る
」

と
は
、
性
的
関
係
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
男
性
職
員
」
の
様
な
警
備
を
担
当
す
る
職
員
が
、
現
地
の
女

二



性
と
性
的
関
係
を
持
つ
こ
と
を
外
務
省
と
し
て
奨
励
し
て
い
る
か
。

十

前
回
質
問
主
意
書
で
、
ハ
ニ
ー
ト
ラ
ッ
プ
の
定
義
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
用
語
は
広
く

一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
外
務
省
と
し
て
そ
の
意
味
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と

の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
二
〇
〇
四
年
に
在
上
海
総
領
事
館
の
事
務
官
が
自
殺
し
た
こ
と
が
報
道
さ
れ

た
際
に
は
ハ
ニ
ー
ト
ラ
ッ
プ
と
い
う
言
葉
が
マ
ス
コ
ミ
等
で
広
く
使
わ
れ
、
既
に
ハ
ニ
ー
ト
ラ
ッ
プ
と
い
う
用
語
は
十
分
に

市
民
権
を
得
て
い
る
と
考
え
る
が
、
右
の
答
弁
は
、
外
務
省
と
し
て
ハ
ニ
ー
ト
ラ
ッ
プ
と
い
う
表
現
を
全
く
知
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
。
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

十
一

当
方
が
言
う
ハ
ニ
ー
ト
ラ
ッ
プ
と
は
、
主
に
女
性
が
男
性
を
誘
惑
し
、
性
的
関
係
を
持
つ
こ
と
で
相
手
側
の
弱
み
と

し
、
男
性
側
を
揺
す
る
、
ま
た
は
何
ら
か
の
機
密
情
報
の
提
供
を
求
め
る
等
の
行
為
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
ハ
ニ
ー
ト
ラ
ッ

プ
を
右
の
様
に
定
義
し
た
上
で
、
過
去
に
「
大
使
館
」
に
お
い
て
、
ハ
ニ
ー
ト
ラ
ッ
プ
に
よ
り
秘
密
が
漏
洩
し
た
事
件
は
あ

る
か
、
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
件
あ
っ
た
か
、
再
度
質
問
す
る
。

右
質
問
す
る
。

三


